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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面部と、前記正面部から見て内部側に位置する収容部と、前記正面部から前記収容部
に到達するように形成された貫通穴と、を有する、ハウジングと、
　前記ハウジングの前記収容部内に配置された端子部と、
　前記ハウジングの前記収容部内に配置され、前記貫通穴を通して前記収容部内に挿入さ
れた配線部材を前記端子部と協働して挟み込む板ばね部と、を備え、
　前記ハウジングの前記収容部内には、前記板ばね部と前記端子部とが前記配線部材を挟
み込む方向に対して交差する方向において相互に対向する第１側壁部と第２側壁部とが形
成されており、
　前記配線部材のうちの前記収容部内に挿入された部分が前記第１側壁部と前記第２側壁
部との間に配置されることで、前記配線部材のうちの前記収容部内に挿入された前記部分
の前記交差する方向における移動が規制され、
　前記収容部は、前記正面部を形成している正面パネルと前記正面パネルから見て前記内
部側に配置された内部パネルとが相互に組み合わされることで形成されており、
　前記板ばね部は、前記貫通穴を通して前記収容部内に挿入された前記配線部材によって
前記板ばね部が押圧された際に、たわみ変形の固定端を構成する根元部と、たわみ変形の
自由端を構成する先端部と、を含み、
　前記貫通穴に前記配線部材が挿入されていない状態で、前記第１側壁部と前記第２側壁
部とは、前記板ばね部の前記先端部に対して前記貫通穴の反対側に位置しており、
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　前記収容部内に前記配線部材が挿入された際に前記板ばね部がたわみ変形する方向を下
方向とし、前記板ばね部の弾性変形の復元力が作用する方向を上方向とした場合、
　前記収容部には、前記貫通穴の軸線方向に対して交差する内壁部が形成されており、
　前記内壁部には、前記上方向の側が解放され且つ前記下方向の側が閉塞されたＵ字形状
を有する凹溝が形成されており、
　前記第１側壁部および前記第２側壁部は、前記凹溝内に形成されている、
端子台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板ばねを用いて配線部材を端子部に固定可能な端子台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２０００－０４８８７５号公報（特許文献１）に開示されているように、端子台に
おいては、単線や棒端子などの配線部材が、端子部に固定される。配線部材を端子部に固
定するための構造としては、板ばねを用いて配線部材を端子部に着脱可能に固定するとい
う構造が知られている。このような端子台は、回路遮断器やＰＬＣ（Programmable　Logi
c　Controller）など、様々な電子機器に用いられている。
【０００３】
　上記公報に開示された端子台（電線接続装置）においては、ハウジングの内部で、板ば
ねと端子部とが相互に対向するように配置されている。板ばねと端子部との間に配線部材
が差し込まれ、その配線部材が板ばねと端子部との間で挟み込まれることで固定される。
配線部材を取り外す際には、端子部に対して配線部材を押し付けている板ばねを、配線部
材（端子部）から遠ざかる方向に変形させることで、配線部材を引き抜くことが可能とな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０４８８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　板ばねと端子部との間に配線部材が差し込まれ、これらの間で配線部材が挟み込まれて
いるとする。この状態では、板ばねおよび端子部が、配線部材に対して挟み込む方向の挟
持力を付与しているため、配線部材はその方向（挟持力が作用している方向）に移動する
ことはほとんどない。
【０００６】
　しかしながら従来の端子台においては、板ばねと端子部とが配線部材を挟み込んでいる
方向に対して交差する方向（たとえば直交する方向）においては、配線部材がほとんど固
定されていなかった。したがってたとえば配線部材を捩るような力が配線部材に繰り返し
作用した場合、配線部材は、上記の交差する方向において往ったり来たりするような移動
を繰り返し、結果として、配線部材が、板ばねと端子部との間の位置から抜け出てしまう
可能性があった。
【０００７】
　本発明は、板ばね部と端子部との間で挟持されている配線部材が、板ばね部と端子部と
の間の位置から抜け出てしまうという可能性を従来に比して低減可能な構造を備えた端子
台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に基づく端子台は、正面部と、上記正面部から見て内部側に位置する収容部と、
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上記正面部から上記収容部に到達するように形成された貫通穴と、を有する、ハウジング
と、上記ハウジングの上記収容部内に配置された端子部と、上記ハウジングの上記収容部
内に配置され、上記貫通穴を通して上記収容部内に挿入された配線部材を上記端子部と協
働して挟み込む板ばね部と、を備え、上記ハウジングの上記収容部内には、上記板ばね部
と上記端子部とが上記配線部材を挟み込む方向に対して交差する方向において相互に対向
する第１側壁部と第２側壁部とが形成されており、上記配線部材のうちの上記収容部内に
挿入された部分が上記第１側壁部と上記第２側壁部との間に配置されることで、上記配線
部材のうちの上記収容部内に挿入された上記部分の上記交差する方向における移動が規制
される。
【０００９】
　上記端子台において好ましくは、上記板ばね部は、上記貫通穴を通して上記収容部内に
挿入された上記配線部材によって上記板ばね部が押圧された際に、たわみ変形の固定端を
構成する根元部と、たわみ変形の自由端を構成する先端部と、を含み、上記貫通穴に上記
配線部材が挿入されていない状態で、上記第１側壁部と上記第２側壁部とは、上記板ばね
部の上記先端部に対して上記貫通穴の反対側に位置している。
【００１０】
　上記端子台において好ましくは、上記収容部内に上記配線部材が挿入された際に上記板
ばね部がたわみ変形する方向を下方向とし、上記板ばね部の弾性変形の復元力が作用する
方向を上方向とした場合、上記収容部には、上記貫通穴の軸線方向に対して交差する内壁
部が形成されており、上記内壁部には、上記上方向の側が解放され且つ上記下方向の側が
閉塞されたＵ字形状を有する凹溝が形成されており、上記第１側壁部および上記第２側壁
部は、上記凹溝内に形成されている。
【発明の効果】
【００１１】
　上記構成によれば、収容部内に形成された第１側壁部と第２側壁部とによって配線部材
のうちの収容部内に挿入された部分の移動が規制されるため、板ばね部と端子部との間で
挟持されている配線部材が、板ばね部と端子部との間の位置から抜け出てしまうという可
能性を従来に比して低減可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】制御機器１００を示す斜視図である。
【図２】端子台２０Ａを示す斜視図である。
【図３】端子台２０Ａの分解した状態を示す第１斜視図（斜視断面図）である。
【図４】端子台２０Ａの分解した状態を示す第２斜視図（斜視断面図）である。
【図５】端子台２０Ａを示す斜視断面図である。
【図６】端子台２０Ａを示す断面図である。
【図７】配線部材１１を端子台２０Ａに固定する際の動作を説明するための断面図である
。
【図８】端子台２０Ａに固定された配線部材１１に捩る方向の力が作用した際の様子を示
す斜視図である。
【図９】実施の形態の第１変形例における端子台に適用される内部パネル５０を示す斜視
図である。
【図１０】実施の形態の第２変形例における端子台に適用される内部パネル５０等を示す
断面図である。
【図１１】実施の形態の第２変形例における端子台に適用される内部パネル５０等を示す
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　実施の形態について、以下、図面を参照しながら説明する。同一の部品および相当部品
には同一の参照番号を付し、重複する説明は繰り返さない場合がある。
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【００１４】
　［実施の形態］
　（制御機器１００）
　図１は、制御機器１００を示す斜視図である。制御機器１００は、本体ユニット１０の
正面側に、表示パネル１０Ｐおよび端子台２０Ａ，２０Ｂを備えており、ＰＬＣ（Progra
mmable　Logic　Controller）として機能することができる。
【００１５】
　端子台２０Ａは、たとえば、制御機器１００とセンサーなどの外部機器との間の電気的
な接続を確保するための手段であり、端子台２０Ａには、入力信号を制御機器１００に送
信するための複数の配線部材（図示せず）が接続される。端子台２０Ｂは、制御機器１０
０とパソコンなどの外部機器との間の電気的な接続を確保するための手段であり、端子台
２０Ｂには、出力信号を送信するための複数の配線部材（図示せず）が接続される。
【００１６】
　（端子台２０Ａ）
　端子台２０Ａ，２０Ｂは、略同一の構成を有しているため、端子台２０Ａについてのみ
以下説明し、端子台２０Ｂについての説明は繰り返さないものとする。具体的には、図２
～図６を参照して、実施の形態における端子台２０Ａの構成について説明する。端子台２
０Ａの作用および効果については、図７，図８を参照しながら後述する。
【００１７】
　図２は、端子台２０Ａを示す斜視図である。図３、図４は、端子台２０Ａの分解した状
態を示す斜視図（斜視断面図）である。図５、図６は、それぞれ、端子台２０Ａを示す斜
視断面図および断面図である。端子台２０Ａは、ハウジング３０（図２～図４）、端子具
７０（図３～図５）、電極部材８０（図３～図５）および板ばね９０（図３～図５）を備
え、全体として略直方体状の形状を有している（図２参照）。
【００１８】
　（ハウジング３０）
　ハウジング３０（図３～図５）は、正面パネル４０、内部パネル５０および背面パネル
６０が組み合わされることによって構成される。
【００１９】
　（正面パネル４０）
　図３～図５に示すように、正面パネル４０は、正面部４０Ａ、側面部４０Ｂ（図２、図
３）、上面部４０Ｃ、底面部４０Ｄ、中間部４０Ｅ（図４、図５）を備えている。
【００２０】
　正面部４０Ａは、板状の形状を有し、正面パネル４０の正面４０Ｓを構成している。正
面部４０Ａには、複数の貫通穴４１と、複数の貫通穴４２と、一対の開口部４０Ｈ（図１
、図２）とが、正面部４０Ａを貫通するように設けられている。開口部４０Ｈ，４０Ｈに
は、端子台２０Ａ（図２）の全体を制御機器１００（図１）の本体ユニット１０に固定す
るためのネジ（図示せず）が挿通される。
【００２１】
　図１、図２に示すように、複数の貫通穴４１は、端子台２０Ａの長手方向に対して平行
な方向に沿って２列に並ぶように形成される。複数の貫通穴４２は、１つの貫通穴４１と
１つの貫通穴４２とが一対一の対応関係となるように、端子台２０Ａの長手方向に対して
平行な方向に沿って２列に並ぶように形成される。１つの貫通穴４１のすぐ下に１つの貫
通穴４２が位置している。複数の貫通穴４１は、いずれも円形状に形成され、複数の貫通
穴４２は、いずれも矩形状に形成されている。
【００２２】
　正面パネル４０の上面部４０Ｃ、底面部４０Ｄ、中間部４０Ｅは、いずれも板状の形状
を有し（図５参照）、上面部４０Ｃ、底面部４０Ｄ、中間部４０Ｅは、互いに平行に配置
される。上面部４０Ｃは、正面部４０Ａの上端から背面側に向かって延びるように設けら
れ、底面部４０Ｄは、正面部４０Ａの下端から背面側に向かって延びるように設けられる
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。中間部４０Ｅは、正面部４０Ａの中間の位置から背面側に向かって延びるように設けら
れる。
【００２３】
　正面パネル４０の正面部４０Ａの背面側には、複数の仕切壁４５（図４、図５）が設け
られている。複数の仕切壁４５は、正面パネル４０の側面部４０Ｂ（図３）に対して平行
である。換言すると、複数の仕切壁４５は、上面部４０Ｃ、底面部４０Ｄ、中間部４０Ｅ
に対して直交するように配置されている。
【００２４】
　複数の仕切壁４５は、端子台２０Ａの長手方向において略等間隔に配置されており、上
面部４０Ｃと中間部４０Ｅとの間に形成された空間を複数の収容部４３に区画するととも
に、中間部４０Ｅと底面部４０Ｄの間に形成された空間を複数の収容部４３に区画してい
る。
【００２５】
　１つの収容部４３は、隣り合う一対の仕切壁４５と、正面部４０Ａと、上面部４０Ｃと
、中間部４０Ｅと、内部パネル５０（内壁部５２）との間に区画形成される（図５）。同
様に、他の１つの収容部４３は、隣り合う一対の仕切壁４５と、正面部４０Ａと、中間部
４０Ｅと、底面部４０Ｄと、内部パネル５０（内壁部５２）との間に区画形成される（図
５）。
【００２６】
　以上のようにして区画形成されている収容部４３は、正面部４０Ａから見てハウジング
３０の内部側に位置しており（図２参照）、１つの貫通穴４１と１つの貫通穴４２が、正
面パネル４０の正面部４０Ａ（正面４０Ｓ）から１つの収容部４３に到達するように形成
されている（図４、図５参照）。
【００２７】
　正面パネル４０の上面部４０Ｃには、複数の開口部４６（図３～図５）も設けられる。
開口部４６は、内部パネル５０の上面５１Ｕに設けられた凸部５７（図３～図５）と係合
する。開口部４６が凸部５７に係合することによって、正面パネル４０および内部パネル
５０同士が互いに固定される。
【００２８】
　（内部パネル５０）
　図３～図５に示すように、内部パネル５０は、正面パネル４０と背面パネル６０との間
に配置される部材であって、ベース部５１、内壁部５２（図８も参照）、縦壁部５３、縦
溝部５４、リブ５５，５６、凸部５７を備えている。
【００２９】
　ベース部５１は、内部パネル５０の長手方向に沿って板状に延びる形状を有しており、
ベース部５１の長手方向における両端付近には、開口部５０Ｈ（図３，図４）がそれぞれ
設けられている。正面パネル４０と内部パネル５０とが互いに固定された状態では、開口
部４０Ｈ，５０Ｈは互いに同軸状に配置され、開口部４０Ｈ，５０Ｈには、端子台２０Ａ
（図２）の全体を制御機器１００（図１）の本体ユニット１０に固定するためのネジ（図
示せず）が挿通される。
【００３０】
　図６に示すように、内部パネル５０の内壁部５２は、貫通穴４１の軸線４１Ｔが延びる
方向（軸線方向）に対して交差する（ここでは直交する）位置に設けられている。すなわ
ち内壁部５２は、隣り合う一対の仕切壁４５と、正面部４０Ａと、上面部４０Ｃと、中間
部４０Ｅとともに、１つの収容部４３を区画形成している。同様に、他の内壁部５２は、
隣り合う一対の仕切壁４５と、正面部４０Ａと、中間部４０Ｅと、底面部４０Ｄとともに
、他の１つの収容部４３を区画形成している。
【００３１】
　内壁部５２には、内壁部５２の構成要素の一部分として、上方向の側が解放され且つ下
方向の側が閉塞されたＵ字形状を有する凹溝５２Ｕが形成されている。ここで言う下方向
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とは、収容部４３内に配線部材１１（図７参照）が挿入された際に、後述する板ばね９０
の板ばね部９３がたわみ変形する方向に相当している。ここで言う上方向とは、板ばね９
０の板ばね部９３の弾性変形の復元力が作用する方向に相当している。
【００３２】
　（凹溝５２Ｕ、第１側壁部５２Ｕ１、第２側壁部５２Ｕ２）
　Ｕ字形状を有する凹溝５２Ｕは、第１側壁部５２Ｕ１と、第２側壁部５２Ｕ２と、これ
らの下端同士を接続する湾曲面部と、を含んでいる。換言すると、第１側壁部５２Ｕ１お
よび第２側壁部５２Ｕ２は、凹溝５２Ｕ内に形成されている。詳細は後述するが、板ばね
９０の板ばね部９３と端子具７０の端子部７２とは、収容部４３内に配置され、端子部７
２と板ばね部９３との間の位置に差し込まれた配線部材１１（図７）を挟み込む。
【００３３】
　第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２は、端子部７２と板ばね部９３とが配線
部材１１を挟み込む方向（ここでは、図７中に示す矢印ＡＲ方向）に対して交差する方向
（ここでは、図７紙面に対して垂直な方向）において相互に対向している。本実施の形態
においては、第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２は、上面部４０Ｃ、底面部４
０Ｄ、中間部４０Ｅに対して直交するように形成されている。
【００３４】
　詳細は後述するが、配線部材１１（図７）のうちの収容部４３内に挿入された部分（電
極部１２）が第１側壁部５２Ｕ１と第２側壁部５２Ｕ２との間に配置されることで、配線
部材１１のうちの収容部４３内に挿入された部分（電極部１２）の移動が規制される。こ
こで言う移動とは、端子部７２と板ばね部９３とが配線部材１１を挟み込む方向（ここで
は、図７中に示す矢印ＡＲ方向）に対して交差する方向（ここでは、図７紙面に対して垂
直な方向）の移動である。
【００３５】
　縦壁部５３（図３、図４、図８）は、板状の形状を有し、ベース部５１から正面側に向
かって延びるように設けられている。縦壁部５３は、正面パネル４０の上面部４０Ｃ、底
面部４０Ｄ、中間部４０Ｅに対して直交するように配置される。縦溝部５４は、内壁部５
２と縦壁部５３との間に形成され、凹状の空間を呈している。正面パネル４０と内部パネ
ル５０とが互いに固定された状態では、正面パネル４０の仕切壁４５（図４参照）は、縦
溝部５４の内側に配置される。
【００３６】
　リブ５５，５６は、いずれも三角柱状の形状を有しており、内壁部５２の位置から正面
側に向かって延びるように設けられている。リブ５５，５６は、ベース部５１の長手方向
において互いの間に間隔を設けるように離れて配置されている。リブ５５，５６の上面５
５Ｓ，５６Ｓは、いずれも傾斜面の形状を有しており、上面５５Ｓ，５６Ｓの上部が背面
側に位置し、上面５５Ｓ，５６Ｓの下部が正面側に位置するように傾斜している。
【００３７】
　ベース部５１のリブ５５，５６の間の位置には、開口部５１Ｈがベース部５１を貫通す
るように設けられている。詳細は後述するが、開口部５１Ｈには、端子具７０のＬ字状部
７４が差し込まれる（図５、図６参照）。ベース部５１の上面５１Ｕには、複数の凸部５
７（図３～図５）も設けられる。正面パネル４０の上面部４０Ｃに設けられた開口部４６
が、内部パネル５０のベース部５１（上面５１Ｕ）に設けられた凸部５７に係合すること
によって、正面パネル４０および内部パネル５０同士が互いに固定される。
【００３８】
　図５に示すように、ベース部５１の正面側には、凹部５１Ｅが設けられる（図４も参照
）。凹部５１Ｅは、ベース部５１の長手方向に沿って溝状に延びる形状を有している。凹
部５１Ｅは、正面パネル４０の中間部４０Ｅの先端部に対応する形状を有しており、正面
パネル４０と内部パネル５０とが互いに固定されて状態では、正面パネル４０の中間部４
０Ｅは、凹部５１Ｅの内側に配置される（図５参照）。
【００３９】
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　図５に示すように、ベース部５１の背面側には、複数の板状部５８が設けられ、隣り合
う板状部５８，５８の間には、凹所５９が形成されている。背面パネル６０には、膨出部
６２（図３，図４）が設けられており、内部パネル５０と背面パネル６０が互いに固定さ
れた状態では、膨出部６２は凹所５９の内側に配置される（図５参照）。
【００４０】
　（背面パネル６０）
　図３～図５に示すように、背面パネル６０は、内部パネル５０の背面側に配置される部
材であって、ベース部６１、膨出部６２、開口部６３を備えている。
【００４１】
　ベース部６１は、背面パネル６０の長手方向に沿って板状に延びる形状を有しており、
ベース部６１の長手方向における両端付近には、開口部６０Ｈ（図３，図４）がそれぞれ
設けられている。正面パネル４０と内部パネル５０と背面パネル６０とが互いに固定され
た状態では、開口部４０Ｈ，５０Ｈ，６０Ｈは互いに同軸状に配置され、開口部４０Ｈ，
５０Ｈ，６０Ｈには、端子台２０Ａ（図２）の全体を制御機器１００（図１）の本体ユニ
ット１０に固定するためのネジ（図示せず）が挿通される。
【００４２】
　膨出部６２は、略直方体状の形状を有し、ベース部６１から正面側に向かって延びるよ
うに設けられている。膨出部６２は、中空の形状を有し、膨出部６２の内側には後述する
電極部材８０の先端側の部分が配置される（図５参照）。開口部６３は、膨出部６２の正
面側の部位を貫通するように設けられている。詳細は後述するが、開口部６３には、端子
具７０のＬ字状部７４が差し込まれる（図５参照）。
【００４３】
　（端子具７０）
　図３～図５に示すように、端子具７０は、立壁部７１、端子部７２、台座部７３、およ
びＬ字状部７４を備えている。端子具７０は、後述する板ばね９０とともに、収容部４３
内に配置される。
【００４４】
　立壁部７１、端子部７２、台座部７３は、いずれも略平板状の形状を有している。端子
部７２は、立壁部７１の上端から立壁部７１に対して略直交する方向に延びており、台座
部７３は、立壁部７１の下端から立壁部７１に対して略直交する方向に延びている。立壁
部７１、端子部７２、台座部７３は、全体として略Ｃ字形状を呈しており、Ｌ字状部７４
は、台座部７３から背面側に向かって延びている。
【００４５】
　台座部７３の表面上には、凸部７５，７６が設けられている。詳細は後述するが、板ば
ね９０の基台部９１には、凸部７５，７６に対応する開口部９５，９６が設けられている
。板ばね９０の基台部９１を端子具７０の台座部７３上に配置した時、凸部７５，７６が
開口部９５，９６の内側にそれぞれ配置されることによって（図６参照）、板ばね９０の
端子具７０に対する位置が決められる（規定される）。
【００４６】
　Ｌ字状部７４は、台座部７３の背面側の部分に接続されており、台座部７３の背面側の
部分から上方に向かって延在するとともに、その延在部分の先端部から背面側に向かって
直線状に延在し、全体として略Ｌ字状の形状を有している。上述のとおり、内部パネル５
０に設けられたリブ５５，５６の間の位置には、開口部５１Ｈがベース部５１を貫通する
ように設けられている。さらに、背面パネル６０の膨出部６２には、開口部６３が設けら
れている。端子具７０のＬ字状部７４は、開口部５１Ｈ，６３に差し込まれる（図５参照
）。
【００４７】
　（電極部材８０）
　図３～図５に示すように、電極部材８０は、平板部８１、Ｕ字状部８２、および一対の
挟持片８３，８４を備えており、全体として略棒状の形状を有している。
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【００４８】
　平板部８１は、直線状に延びる形状を有し、平板部８１の一端８１Ｔ（図５）は、制御
機器１００（図１）の本体ユニット１０の内部に配置された制御基板などに電気接続され
る。Ｕ字状部８２は、平板部８１の他端８１Ｓに設けられる。一対の挟持片８３，８４は
、Ｕ字状部８２に対して平板部８１の反対側に設けられる。
【００４９】
　上述のとおり、背面パネル６０には、膨出部６２が設けられている。膨出部６２の内側
に、電極部材８０のＵ字状部８２および挟持片８３，８４が配置される（図５参照）。開
口部５１Ｈ，６３には、端子具７０のＬ字状部７４が差し込まれており、電極部材８０の
挟持片８３，８４が端子具７０のＬ字状部７４を挟持することによって、端子具７０と電
極部材８０とが電気的に接続される。
【００５０】
　図５および図６を参照して、上述のとおり、正面パネル４０が内部パネル５０に固定さ
れた状態で、正面パネル４０と内部パネル５０との間（上面部４０Ｃと中間部４０Ｅとの
間）には、収容部４３が区画形成される。この状態で、リブ５６の下面（および図示しな
いリブ５５の下面）と中間部４０Ｅの上面との間には、隙間Ｓが形成される（図５参照）
。
【００５１】
　各部材が端子台２０Ａとして互いに組み立てられた状態では（端子台２０Ａの完成品の
状態では）、端子具７０の台座部７３は、隙間Ｓの内側に配置されることになる。さらに
、端子具７０の端子部７２は、上面部４０Ｃの下面に対向するように配置されることとな
る（図５、図６参照）。これらについては、中間部４０Ｅと底面部４０Ｄとの間に区画さ
れる収容部４３と、この収容部４３の中に配置される端子具７０についても同様である。
【００５２】
　（板ばね９０）
　図３～図５に示すように、板ばね９０は、基台部９１、湾曲部９２、および板ばね部９
３を備えている。板ばね９０は、端子具７０とともに、収容部４３内に配置される。
【００５３】
　基台部９１および板ばね部９３は、略平板状の形状を有しており、湾曲部９２は、基台
部９１と板ばね部９３との間に設けられている。上述のとおり、板ばね９０の基台部９１
には、端子具７０の凸部７５，７６に対応する開口部９５，９６が設けられている。板ば
ね９０の基台部９１を端子具７０の台座部７３上に配置した時、凸部７５，７６が開口部
９５，９６の内側にそれぞれ配置されることによって（図６参照）、板ばね９０の端子具
７０に対する位置が決められる（規定される）。
【００５４】
　正面パネル４０が内部パネル５０に固定された状態で、正面パネル４０と内部パネル５
０との間（上面部４０Ｃと中間部４０Ｅとの間）には、収容部４３が区画形成される。こ
の状態で、リブ５６の下面（および図示しないリブ５５の下面）と中間部４０Ｅの上面と
の間には、隙間Ｓが形成される（図５参照）。板ばね９０の基台部９１は、端子具７０の
台座部７３とともに、隙間Ｓの内側に配置される。
【００５５】
　湾曲部９２は、断面視で略Ｃ字状の形状を有し、基台部９１の正面側の端部に接続され
ている。板ばね部９３は、湾曲部９２の上端に接続されている。板ばね部９３は、板ばね
部９３の上部が背面側に位置し、板ばね部９３の下部が正面側に位置するように傾斜して
いる。板ばね部９３は、湾曲部９２によって一端が支持されており、板ばね状にたわみ変
形することができる。
【００５６】
　板ばね部９３は、たとえば、貫通穴４１を通して収容部４３内に挿入された配線部材１
１（図７における配線部材１１を参照）によって板ばね部９３が押圧された際に、たわみ
変形する。あるいは、板ばね部９３は、貫通穴４２を通して収容部４３内に挿入された工
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具（マイナスドライバー等）によって板ばね部９３が押圧された際に、たわみ変形する。
【００５７】
　板ばね部９３は、たわみ変形の固定端を形成する根元部９３Ｓ（図６）と、たわみ変形
の自由端を形成する先端部９３Ｔ（図６）と、を含んでいる。板ばね部９３は、根元部９
３Ｓに比べて先端部９３Ｔの方が貫通穴４１の近くに位置し、かつ、先端部９３Ｔに比べ
て根元部９３Ｓの方が貫通穴４２の近くに位置するように、収容部４３内に配置されてい
る。
【００５８】
　板ばね９０が収容部４３内に配置された状態では、板ばね部９３は、リブ５５，５６の
上面５５Ｓ，５６Ｓに間隔を空けて対向する（図６参照）。収容部４３内に設けられてい
るリブ５５，５６（上面５５Ｓ，５６Ｓ）は、板ばね９０の板ばね部９３のたわみ変形量
（最大たわみ変形量）を規制することができる。
【００５９】
　板ばね部９３の先端部９３Ｔは、端子具７０の端子部７２に対向するように配置され、
貫通穴４１を通して収容部４３内に挿入された配線部材（図７における配線部材１１を参
照）を端子部７２と協働して挟み込むことができる（図７参照）。本実施の形態では、貫
通穴４１に配線部材１１（図７）が挿入されておらず、かつ、貫通穴４２に工具１４（図
８）が挿入されていない状態、すなわち板ばね９０の自然状態において、板ばね部９３の
先端部９３Ｔは、端子具７０の端子部７２に接触している（図６参照）。
【００６０】
　本実施の形態では、端子部７２を構成している部材（端子具７０）と、板ばね部９３を
構成している部材（板ばね９０）とは、互いに別の部材から構成され、互いに組み立てら
れた状態で収容部４３の中に配置されている。このような構成に限られず、端子部７２を
構成している部材と板ばね部９３を構成している部材とは、１つの部材から一体的に構成
されていてもよい。
【００６１】
　（作用および効果）
　図７および図８を参照して、単線や棒端子などの配線部材１１を端子台２０Ａに固定す
る際には、貫通穴４１を通して、板ばね９０の板ばね部９３と端子具７０の端子部７２と
の間の位置に、配線部材１１が差し込まれる。配線部材１１は、板ばね部９３を図７，図
８に示すようにたわみ変形させるとともに、内壁部５２（具体的には、凹溝５２Ｕ内の内
面５２Ｕ３）に接触するまで差し込まれる。
【００６２】
　配線部材１１は、電極部１２と被覆部１３とを有しており、電極部１２が板ばね９０の
板ばね部９３と端子具７０の端子部７２との間で挟み込まれることで固定される。配線部
材１１は、板ばね９０（板ばね部９３）の弾性復元力によって端子具７０の端子部７２に
押し付けられ、これにより配線部材１１は端子具７０と電気的に接続される。
【００６３】
　配線部材１１を取り外す際には、端子部７２に対して配線部材１１を押し付けている板
ばね部９３を、配線部材１１（端子部７２）から遠ざかる方向にたわみ変形させることで
、配線部材１１を引き抜くことが可能となる。配線部材１１を引き抜く場合に限られず、
剛性の高くない配線部材１１を端子部７２に向けて差し込む場合にも、端子部７２から遠
ざかる方向に板ばね部９３をたわみ変形させることで、板ばね部９３と端子部７２との間
の位置に配線部材１１を容易に配置することが可能となる。具体的な手段としては、貫通
穴４２を通して収容部４３内に工具（たとえばマイナスドライバー等）を挿入することに
よって、板ばね部９３を端子部７２から遠ざかる方向に容易にたわみ変形させることがで
きる。
【００６４】
　本実施の形態においては、板ばね９０の板ばね部９３と端子具７０の端子部７２とが、
端子部７２と板ばね部９３との間の位置に差し込まれた配線部材１１（図７）を挟み込む
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。第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２は、端子部７２と板ばね部９３とが配線
部材１１を挟み込む方向（ここでは、図７中に示す矢印ＡＲ方向）に対して交差する方向
（ここでは、図７紙面に対して垂直な方向）において相互に対向している。
【００６５】
　配線部材１１（図７）のうちの収容部４３内に挿入された部分（電極部１２）が第１側
壁部５２Ｕ１と第２側壁部５２Ｕ２との間に配置されることで、配線部材１１のうちの収
容部４３内に挿入された部分（電極部１２）の移動が規制される。ここで言う移動とは、
端子部７２と板ばね部９３とが配線部材１１を挟み込む方向（ここでは、図７中に示す矢
印ＡＲ方向）に対して交差する方向（ここでは、図７紙面に対して垂直な方向）の移動で
ある。
【００６６】
　したがって本実施の形態の端子台２０Ａにおいては、板ばね部９３と端子部７２との間
に配線部材１１が差し込まれた状態では、配線部材１１は板ばね部９３および端子部７２
から挟持力を受けているとともに、板ばね部９３と端子部７２とが配線部材１１を挟み込
んでいる方向に対して交差する方向（ここでは直交する方向）における移動が、第１側壁
部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２の存在によって規制されている。
【００６７】
　配線部材１１を捩るような力（図８中の矢印ＤＲ参照）が配線部材１１に繰り返し作用
した場合であっても、配線部材１１は、板ばね部９３と端子部７２とが配線部材１１を挟
み込んでいる方向に移動することがほとんどなく、さらに、配線部材１１は、板ばね部９
３と端子部７２とが配線部材１１を挟み込んでいる方向に対して交差する方向（ここでは
直交する方向）に移動することもほとんどない。
【００６８】
　したがって配線部材１１が、板ばね部９３と端子部７２との間の位置から抜け出てしま
う可能性は、第１側壁部５２Ｕ１、第２側壁部５２Ｕ２が収容部４３内に設けられていな
い場合に比べて効果的に低減される。このような構成を有する端子台２０Ａは、制御機器
１００（図１）と他の機器とを配線部材１１を介して接続するための手段として、高い信
頼性を発揮することができる。
【００６９】
　［第１変形例］
　図９は、実施の形態の第１変形例における端子台に適用される内部パネル５０を示す斜
視図である。
【００７０】
　上述の実施の形態においては、収容部４３に、貫通穴４１の軸線４１Ｔが延びる方向（
軸線方向）に対して交差する内壁部５２が形成されており、内壁部５２には、上方向の側
が解放され且つ下方向の側が閉塞されたＵ字形状を有する凹溝５２Ｕが形成されており、
第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２は、Ｕ字形状を有する凹溝５２Ｕ内に形成
されている。
【００７１】
　図９に示すように、第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２は、正面視で円形状
を有する凹溝５２Ｕ内に形成されていても構わない。当該構成によっても、上述の実施の
形態と略同様の作用および効果を得ることができる。
【００７２】
　なお、上述の実施の形態の場合には、凹溝５２ＵはＵ字形状を有している。内壁部５２
（凹溝５２Ｕ）のうち、配線部材１１の先端部が配置される部分の上方（図９に示す部分
５２Ｕ４）は、実施の形態の場合には空間であり（図８参照）、解放されている。配線部
材１１を板ばね部９３と端子部７２との間に差し込む際には、配線部材１１は、板ばね部
９３の弾性復元力に起因する力を受けて、図９に示す部分５２Ｕ４に接触しやすい。上述
の実施の形態の場合には、配線部材１１の先端部が配置される部分の上方が解放されてい
るため、作業者は、配線部材１１を凹溝５２Ｕの中に配置しやすく、作業者の配線作業を
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容易化できるというメリットがある。
【００７３】
　［第２変形例］
　図１０、図１１は、それぞれ、実施の形態の第２変形例における端子台に適用される内
部パネル５０等を示す断面図および斜視図である。
【００７４】
　上述の実施の形態においては、板ばね部９３は、貫通穴４１を通して収容部４３内に挿
入された配線部材１１によって板ばね部９３が押圧された際に、たわみ変形の固定端を構
成する根元部９３Ｓと、たわみ変形の自由端を構成する先端部９３Ｔとを含み、貫通穴４
１に配線部材１１が挿入されていない状態で、第１側壁部５２Ｕ１と第２側壁部５２Ｕ２
とは、板ばね部９３の先端部９３Ｔに対して貫通穴４１の反対側に位置している（図６参
照）。換言すると、貫通穴４１に配線部材１１が挿入されていない状態で、貫通穴４１と
、第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２との間に、板ばね部９３の先端部９３Ｔ
が位置している。
【００７５】
　図１０および図１１に示すように、本変形例においては、上面部４０Ｃの下面に、第１
側壁部４０Ｗ１（図１１）および第２側壁部４０Ｗ２が垂れ下がるように設けられている
。第１側壁部４０Ｗ１（図１１）および第２側壁部４０Ｗ２は、板ばね部９３の先端部９
３Ｔに対して貫通穴４１の側に位置している。換言すると、第１側壁部４０Ｗ１（図１１
）および第２側壁部４０Ｗ２は、収容部４３内に位置しており、正面パネル４０の正面部
４０Ａのうち、収容部４３を区画形成している内面４３Ｕ（図１０）と板ばね部９３の先
端部９３Ｔとの間に位置している。
【００７６】
　配線部材１１（図１１）のうちの収容部４３内に挿入された部分（電極部１２）が第１
側壁部４０Ｗ１と第２側壁部４０Ｗ２との間に配置されることで、配線部材１１のうちの
収容部４３内に挿入された部分（電極部１２）の移動が規制される。ここで言う移動とは
、端子部７２と板ばね部９３とが配線部材１１を挟み込む方向に対して交差する方向（こ
こでは、図１１紙面に対して垂直な方向）の移動である。
【００７７】
　配線部材１１を捩るような力（図８中の矢印ＤＲ参照）が配線部材１１に繰り返し作用
した場合であっても、配線部材１１は、板ばね部９３と端子部７２とが配線部材１１を挟
み込んでいる方向に移動することがほとんどなく、さらに、第１側壁部４０Ｗ１と第２側
壁部４０Ｗ２との存在によって、配線部材１１は、板ばね部９３と端子部７２とが配線部
材１１を挟み込んでいる方向に対して交差する方向（ここでは直交する方向）に移動する
こともほとんどない。
【００７８】
　図１０および図１１においては、第１側壁部５２Ｕ１および第２側壁部５２Ｕ２に加え
て、第１側壁部４０Ｗ１および第２側壁部４０Ｗ２が収容部４３内に設けられているが、
第１側壁部４０Ｗ１および第２側壁部４０Ｗ２のみが収容部４３内に設けられていてもよ
い。この場合も、上記の実施の形態と同様の作用および効果を得ることができる。
【００７９】
　以上、実施の形態について説明したが、上記の開示内容はすべての点で例示であって制
限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　本体ユニット、１０Ｐ　表示パネル、１１　配線部材、１２　電極部、１３　被
覆部、１４　工具、２０Ａ，２０Ｂ　端子台、３０　ハウジング、４０　正面パネル、４
０Ａ　正面部、４０Ｂ　側面部、４０Ｃ　上面部、４０Ｄ　底面部、４０Ｅ　中間部、４
０Ｈ，４６，５０Ｈ，５１Ｈ，６０Ｈ，６３，９５，９６　開口部、４０Ｓ　正面、４０
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Ｗ１，５２Ｕ１　第１側壁部、４０Ｗ２，５２Ｕ２　第２側壁部、４１，４２　貫通穴、
４１Ｔ　軸線、４３　収容部、４３Ｕ，５２Ｕ３　内面、４５　仕切壁、５０　内部パネ
ル、５１，６１　ベース部、５１Ｅ　凹部、５１Ｕ，５５Ｓ，５６Ｓ　上面、５２　内壁
部、５２Ｕ　凹溝、５２Ｕ４　部分、５３　縦壁部、５４　縦溝部、５５，５６　リブ、
５７，７５，７６　凸部、５８　板状部、５９　凹所、６０　背面パネル、６２　膨出部
、７０　端子具、７１　立壁部、７２　端子部、７３　台座部、７４　Ｌ字状部、８０　
電極部材、８１　平板部、８１Ｓ　他端、８１Ｔ　一端、８２　Ｕ字状部、８３，８４　
挟持片、９０　板ばね、９１　基台部、９２　湾曲部、９３　板ばね部、９３Ｓ　根元部
、９３Ｔ　先端部、１００　制御機器、ＤＲ　矢印、Ｓ　隙間。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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